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告

示

青
森
県
告
示
第
七
百
二
十
三
号

身
体
障
害
者
福
祉
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号)

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
医
師
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則

(

昭
和
六
十
二
年

三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
六
号)

第
五
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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勤

務

す

る

病

院

等

氏

名

名

称

所

在

地

診

療

科

目

指

定

年
月
日

安
田

尚
子

青
森
県
立
中
央

病
院

青
森
市
東
造
道
二
丁

目
一
の
一

眼
科(

視
覚
障
害)

平
成

��･

��･

�

�
橋

さ
つ
き

〃

〃

〃

〃

山
崎

仁
志

弘
前
大
学
医
学

部
付
属
病
院

弘
前
市
大
字
本
町
五

三

〃

〃

目
時

友
美

〃

〃

〃

〃

石
川

太

〃

〃

〃

〃

土
岐

栄
喜

〃

〃

耳
鼻
咽
喉
科

(

聴

覚
・
平
衡
機
能
障

害
、
音
声
・
言
語

機
能
障
害)

〃

王
子

佳
澄

〃

〃

〃

〃

福
島

龍
之

福
島
耳
鼻
咽
喉

科

弘
前
市
大
字
百
石
町

四
一

耳
鼻
咽
喉
科

(

聴

覚
・
平
衡
機
能
障

害
、
音
声
・
言
語

機
能
障
害
、
そ
し

ゃ
く
機
能
障
害)

〃

三
戸

聡

青
森
労
災
病
院

八
戸
市
大
字
白
銀
町

字
南
ケ
丘
一

耳
鼻
咽
喉
科

(

聴

覚
・
平
衡
機
能
障

害
、
音
声
・
言
語

機
能
障
害)

〃

佐
藤

尚
徳

八
戸
赤
十
字
病

院

八
戸
市
大
字
田
面
木

字
中
明
戸
二

耳
鼻
咽
喉
科

(

聴

覚
・
平
衡
機
能
障

害
、
音
声
・
言
語

機
能
障
害
、
そ
し

〃
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青
森
県
告
示
第
七
百
二
十
四
号

身
体
障
害
者
福
祉
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号)

第
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
身
体
障
害
者
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
十

七
条
の
二
十
三
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
二
十
五
号

知
的
障
害
者
福
祉
法

(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号)

第
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
知
的
障
害
者
居
宅
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
十
五
条
の
二

十
三
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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ゃ
く
機
能
障
害)

及
川

隆
司

国
立
病
院
機
構

八
戸
病
院

八
戸
市
吹
上
三
丁
目

一
三
の
一

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
科
、
外
科

(

肢

体
不
自
由
、
ぼ
う

こ
う
機
能
障
害
、

直
腸
機
能
障
害
、

小
腸
機
能
障
害)

〃

相
馬

裕

津
軽
保
健
生
活

協
同
組
合
健
生

病
院

弘
前
市
大
字
野
田
二

丁
目
二
の
一

整
形
外
科

(

肢
体

不
自
由)

〃

畑

正
樹

青
森
県
立
中
央

病
院

青
森
市
東
造
道
二
丁

目
一
の
一

心
臓
血
管
外
科

(

心
臓
機
能
障
害)

〃

皆
川

正
仁

弘
前
大
学
医
学

部
付
属
病
院

弘
前
市
大
字
本
町
五

三

第
一
外
科

(

心
臓

機
能
障
害)

〃

鈴
木

保
之

〃

〃

〃

〃

大
黒

祥
光

鷹
揚
郷
腎
研
究

所
青
森
病
院

青
森
市
大
字
石
江
字

岡
部
一
〇
一
の
一

泌
尿
器
科

(

じ
ん

臓
機
能
障
害
、
ぼ

う
こ
う
機
能
障
害)

〃

北
原

竜
次

〃

〃

〃

〃

荻
生

和
徳

八
戸
赤
十
字
病

院

八
戸
市
大
字
田
面
木

字
中
明
戸
二

〃

〃

橋
本

安
弘

一
部
事
務
組
合

下
北
医
療
セ
ン

タ
ー
む
つ
総
合

病
院

む
つ
市
小
川
町
一
丁

目
二
の
八

〃

〃

森
田

隆
幸

弘
前
大
学
医
学

部
付
属
病
院

弘
前
市
大
字
本
町
五

三

第
二
外
科

(

ぼ
う

こ
う
機
能
障
害)

〃

小
山

基

〃

〃

第
二
外
科

(

ぼ
う

こ
う
機
能
障
害
、

直
腸
機
能
障
害
、

小
腸
機
能
障
害)

〃

村
田

暁
彦

〃

〃

〃

〃

須
藤

泰
裕

弘
前
市
立
病
院

弘
前
市
大
字
大
町
三

丁
目
八
の
一

外
科

(

直
腸
機
能

障
害)

〃

山
田

恭
吾

公
立
金
木
病
院

北
津
軽
郡
金
木
町
大

字
金
木
字
菅
原
一
九

外
科

(

直
腸
機
能

障
害
、
小
腸
機
能

〃

障
害)

野
村

由
美
子

国
立
病
院
機
構

弘
前
病
院

弘
前
市
大
字
富
野
町

一

小
児
科

(

免
疫
機

能
障
害)

〃

指
定
居
宅
支
援
事
業
者

身
体
障
害
者
居
宅
生
活
支
援
事

業
を
行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

身
体
障
害

者
居
宅
支

援
の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
ニ

チ
イ
学
館

東
京
都
千
代
田
区

神
田
駿
河
台
二
丁

目
九

居
宅
介
護

等
事
業

ア
イ
リ
ス
ケ

ア
セ
ン
タ
ー

お
い
ら
せ

上
北
郡
下
田
町
字

中
平
下
長
根
山
一

の
一
一
三
七

平
成

��

･

��･

�

社
会
福
祉
法

人
東
北
赤
松

福
祉
会

上
北
郡
東
北
町
字

往
来
ノ
下
三
四

居
宅
介
護

等
事
業

ぽ
ぷ
ら
ヘ
ル

パ
ー
セ
ン
タ
ー

上
北
郡
東
北
町
字

往
来
ノ
下
三
三
の

三

〃

バ
ン
ド
ー
介

護
サ
ポ
ー
ト

株
式
会
社

弘
前
市
大
字
石
渡

三
丁
目
一
の
二
五

居
宅
介
護

等
事
業

バ
ン
ド
ー
ケ

ア
フ
レ
ン
ズ

弘
前
事
業
所

弘
前
市
大
字
石
渡

三
丁
目
一
の
二
五

〃
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青
森
県
告
示
第
七
百
二
十
六
号

児
童
福
祉
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号)

第
二
十
一
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
児
童
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
二
十
三

第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
二
十
七
号

青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
条
例

(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条

例
第
三
十
九
号)
第
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
臨
時
の
職
業
訓
練
を
施
行
す

る
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日
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指
定
居
宅
支
援
事
業
者

知
的
障
害
者
居
宅
支
援
事
業

を
行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

知
的
障
害

者
居
宅
支

援
の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
東
北
赤
松

福
祉
会

上
北
郡
東
北
町
字

往
来
ノ
下
三
四

居
宅
介
護

等
事
業

ぽ
ぷ
ら
ヘ
ル

パ
ー
セ
ン
タ

ー

上
北
郡
東
北
町
字

往
来
ノ
下
三
三
の

三

平
成

��

･

��･

�

特
定
非
営
利

活
動
法
人
く

る
み
の
里

八
戸
市
吹
上
二
丁

目
一
一
の
三
七

居
宅
介
護

等
事
業

知
的
障
害
者

ホ
ー
ム
ヘ
ル

プ
セ
ン
タ
ー

ゆ
ぁ
く
る
み

の
里

八
戸
市
大
字
是
川

字
土
間
沢
七
の
三

〃

社
会
福
祉
法

人
藤
聖
母
園

青
森
市
奥
野
三
丁

目
七
の
一

地
域
生
活

援
助
事
業

第
三
ヨ
ゼ
フ

ハ
ウ
ス

青
森
市
奥
野
二
丁

目
二
六
の
二

〃

社
会
福
祉
法

人
ア
ル
バ

青
森
市
大
字
新
城

字
平
岡
三
〇
の
一

一

地
域
生
活

援
助
事
業

グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
第
二
あ

け
ぼ
の

青
森
市
大
字
新
城

字
山
田
二
八
八
の

八
五

〃

三
戸
郡
福
祉

事
務
組
合

三
戸
郡
五
戸
町
大

字
倉
石
中
市
字
小

渡
八
八
の
二

地
域
生
活

援
助
事
業

さ
く
ら
ホ
ー

ム

三
戸
郡
五
戸
町
字

天
満
後
二
一
の
五

〃

社
会
福
祉
法

人
七
峰
会

弘
前
市
大
字
下
白

銀
町
二
一
の
八

地
域
生
活

援
助
事
業

グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
高
屋
住

宅

中
津
軽
郡
岩
木
町

大
字
高
屋
字
本
宮

五
四
三
の
五

〃

社
会
福
祉
法

人
七
峰
会

弘
前
市
大
字
下
白

銀
町
二
一
の
八

地
域
生
活

援
助
事
業

グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
城
西
住

宅

弘
前
市
大
字
城
西

二
丁
目
四
の
二

〃

社
会
福
祉
法

人
七
峰
会

弘
前
市
大
字
下
白

銀
町
二
一
の
八

地
域
生
活

援
助
事
業

グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
北
美
住

宅

黒
石
市
大
字
北
美

町
二
丁
目
五
三
の

七

〃

社
会
福
祉
法

人
七
峰
会

弘
前
市
大
字
下
白

銀
町
二
一
の
八

地
域
生
活

援
助
事
業

グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
栄
町
住

宅

弘
前
市
大
字
栄
町

三
丁
目
四
の
九

〃

社
会
福
祉
法

人
七
峰
会

弘
前
市
大
字
下
白

銀
町
二
一
の
八

地
域
生
活

援
助
事
業

グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
サ
ン
ハ

イ
ツ
川
先

弘
前
市
大
字
川
先

三
丁
目
三
の
三

〃

社
会
福
祉
法

人
田
茂
木
野

福
祉
会

青
森
市
大
字
田
茂

木
野
字
阿
部
野
一

一
四
の
五

地
域
生
活

援
助
事
業

伊
藤
ホ
ー
ム

青
森
市
大
字
筒
井

字
八
ツ
橋
一
一
三

の
四
三

〃

社
会
福
祉
法

人
豊
寿
会

八
戸
市
大
字
妙
字

分
枝
二
七
の
一

地
域
生
活

援
助
事
業

き
ら
め
き

八
戸
市
大
字
新
井

田
字
小
久
保
頭
二

〃

の
七

社
会
福
祉
法

人
の
ぞ
み
会

八
戸
市
大
字
大
久

保
字
大
山
二
二
の

一
〇

地
域
生
活

援
助
事
業

グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
ひ
ま
わ

り

八
戸
市
大
字
新
井

田
字
妻
ノ
神
三
五

の
九

〃

社
会
福
祉
法

人
青
森
県
す

こ
や
か
福
祉

事
業
団

青
森
市
中
央
三
丁

目
二
〇
の
三
〇

地
域
生
活

援
助
事
業

第
三
ス
ワ
ン

ハ
イ
ム

東
津
軽
郡
平
内
町

大
字
小
湊
字
小
湊

一
六
〇
の
二

〃

社
会
福
祉
法

人
健
誠
会

西
津
軽
郡
森
田
村

大
字
森
田
字
月
見

野
四
七
三
の
二

地
域
生
活

援
助
事
業

グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
米
内
荘

西
津
軽
郡
森
田
村

大
字
森
田
字
月
見

野
四
七
五
の
一
三

〃

指
定
居
宅
支
援
事
業
者

児
童
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
行

う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

児
童
居
宅

支
援
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
豊
寿
会

八
戸
市
大
字
妙
字

分
枝
二
七
の
一

居
宅
介
護

等
事
業

ヘ
ル
プ
フ
ル

妙
光
園

八
戸
市
根
城
四
丁

目
六
の
二
四

平
成

��

･

��･

�

社
会
福
祉
法

人
東
北
赤
松

福
祉
会

上
北
郡
東
北
町
字

往
来
ノ
下
三
四

居
宅
介
護

等
事
業

ぽ
ぷ
ら
ヘ
ル

パ
ー
セ
ン
タ

ー

上
北
郡
東
北
町
字

往
来
ノ
下
三
三
の

三

〃
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青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
二
十
八
号

災
害
に
よ
る
被
害
農
林
漁
業
者
等
に
対
す
る
経
営
資
金
等
利
子
補
給
費
及
び
損
失
補
償
費
補
助
金

交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

災
害
に
よ
る
被
害
農
林
漁
業
者
等
に
対
す
る
経
営
資
金
等
利
子
補
給
費
及
び
損
失
補
償
費
補

助
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

災
害
に
よ
る
被
害
農
林
漁
業
者
等
に
対
す
る
経
営
資
金
等
利
子
補
給
費
及
び
損
失
補
償
費
補
助
金

交
付
規
程

(

昭
和
三
十
二
年
十
月
青
森
県
告
示
第
七
百
二
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
１
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
の
２
の
表
中

｢平
成
３
年
７
月
中
旬
か
ら
８
月
中
旬
ま
で
の
低
温
の
天
災
｣

を
削
り
、

｢平
成
15年
５
月
中
旬
か
ら
９
月
上
旬
ま
で
の
低
温
及
び
日
照
不
足
の
天
災
｣

を

｢平
成
15年
５
月
中
旬
か
ら
９
月
上
旬
ま
で
の
低
温
及
び
日
照
不
足
の
天
災

平
成
16年
８
月
17日
か
ら
９
月
８
日
ま
で
の
天
災

｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
告
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
告
示
第
七
百
二
十
九
号

河
川
区
域
の
廃
止
に
よ
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令

(

昭
和
四
十
年
政
令
第

十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
一
箇
月
間
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び

弘
前
県
土
整
備
事
務
所
に
備
え
置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

河
川
の
名
称

一
級
河
川

岩
木
川
水
系
大
和
沢
川

二

廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

三

廃
川
敷
地
等
の
位
置

弘
前
市
大
字
清
水
森
字
村
元
一
一
一
の
一
、
一
一
一
の
三
、
一
一
一
の
五
、
一
一
一
の
六
三
、

一
一
一
の
六
七
、
一
一
一
の
七
三
、
一
一
一
の
九
一
、
一
一
一
の
九
八
、
一
一
一
の
一
〇
四
、
一

一
一
の
一
一
二
、
一
一
一
の
一
六
二
及
び
一
一
一
の
一
九
一
地
先

四

廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量

原
野

四
、
〇
六
七
・
六
六
平
方
メ
ー
ト
ル

青
森
県
告
示
第
七
百
三
十
号

河
川
区
域
の
廃
止
に
よ
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令

(

昭
和
四
十
年
政
令
第

十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
一
箇
月
間
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び

弘
前
県
土
整
備
事
務
所
に
備
え
置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

河
川
の
名
称

一
級
河
川

岩
木
川
水
系
大
和
沢
川

二

廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

三

廃
川
敷
地
等
の
位
置
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臨
時
の
職
業
訓
練
を
実
施

す
る
能
力
開
発
校
の
名
称

職
業
訓
練
の
種

類
・
訓
練
課
程

対
象
者

訓
練
科

訓
練
期
間

定
数

青
森
県
立
八
戸
工
科
学
院

普
通
職
業
訓
練

・
短
期
課
程

公
共
職
業
安
定

所
長
か
ら
職
業

訓
練
の
受
講
推

薦
を
受
け
た
者

パ
ソ
コ

ン
基
本

操
作
科

一
二
日
一
五
人

平
成
16年
８
月
17日
か
ら
９
月

８
日
ま
で
の
天
災

経
営
資
金

年
0.8％

年
1.6875％
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弘
前
市
大
字
堀
越
字
宮
本
六
及
び
一
〇
の
一
地
先

四

廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量

雑
種
地

七
六
一
・
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

青
森
県
告
示
第
七
百
三
十
一
号

青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
証
紙
条
例

(

昭
和

三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
十
号)

第
九
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
名
称

青
森
市
大
字
浜
田
字
豊
田
一
二
九
の
一
三

社
団
法
人
全
国
軽
自
動
車
協
会
連
合
会
青
森
県
事
務
取
扱
所

二

指
定
年
月
日

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

三

売
り
さ
ば
き
場
所

八
戸
市
北
イ
ン
タ
ー
工
業
団
地
一
丁
目
九
の
一

青
森
県
告
示
第
七
百
三
十
二
号

青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
証
紙
条
例

(

昭
和

三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
十
号)

第
九
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
名
称

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
下
久
保
一
七
四
の
二
〇

株
式
会
社
六
戸
自
動
車
学
校

二

指
定
年
月
日

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

三

売
り
さ
ば
き
場
所

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
下
久
保
一
七
四
の
二
〇

公

告

貸
金
業
者
の
登
録
の
取
消
し

貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二
号)

第
三
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
貸
金
業
者
の
登
録
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号

グ
ロ
ー
リ
ー

二

氏
名

角
嶋
博
治

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
青
葉
三
丁
目
二
の
二

四

登
録
番
号

青
森
県
知
事

(

一)

第
〇
一
六
四
七
号

五

登
録
年
月
日

平
成
十
五
年
七
月
三
十
一
日

六

登
録
の
取
消
し
の
年
月
日

平
成
十
六
年
十
二
月
三
日

七

適
用
条
文

貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
七
条
第
一
項
第
一
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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開
発
区
域

(
工
区)

に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及

び
氏
名

(

名
称)
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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三
戸
郡
三
戸
町
大
字
川
守
田
字
冷
水
二
三
の

一
、
二
四
の
一
、
二
五
の
一
、
二
六
の
一
、

二
七
の
一
、
三
二
及
び
三
三
の
二

岩
手
県
二
戸
郡
一
戸
町
高
善
寺
字
野
田
一
一

〇
の
一

株
式
会
社
ア
キ
ヤ
マ


